
物流・自動車局（技術・環境政策課）
電話番号 ：０３－５２５３－８５９２
メールアドレス：hqt-ad-tpbgkk@ki.mlit.go.jp
補助事業事務局（PwCコンサルティング合同会社）
電話番号 ：０９０－６７５２－８７０５

【受付時間：月～金（祝日除く）10:00～17:00】
メールアドレス：jp_cons_adtest2026@pwc.com

令和８年度 自動運転社会実装推進事業

補助率 ４／５

対象事業イメージ ・定時定路線型の自動運転移動サービス
・特定のポイント間で運行するデマンド型の自動運転移動サービス 等

対象事業者 地方公共団体（都道府県・市町村）

補助対象経費
・車両購入費
・車両改造費
・自動運転システム構築費
・リスクアセスメント、ルート選定等の調査費 等

申請条件等 ・遅くとも2027年度末までに L4 実装（全区間）
・未達成となった場合には、補助金の一部を返還

● 自動運転は、人手不足や交通事故の削減等、地域公共交通が抱える課題に対する解決手段の一つとして期待
● 地方公共団体による、レベル４自動運転移動サービス実装に係る初期投資を支援

１人が複数車両を
遠隔監視する「１対N」

自動運転大型バス

自動運転タクシー

支援の枠組み
○地域公共交通の先駆的・優良事例として横展開できる事業

○上記を除く、早期にレベル４達成が見込まれる事業

（１）重点支援 （補助上限額：４億円）

（２）一般支援 （補助上限額：２億円）

レベル４自動運転移動サービス実装に係る初期投資として、L4実現後も自動運転サービスの省人化向上に資する技術的課題解決の取組みを支援

省人化支援 （補助上限額：0.2億円）※補助率2/5

スケジュール問合せ先 公 募 期 間：令和８年３月27日～令和８年４月17日30日
申請意向確認：令和８年４月10日17時締切り
採 択 決 定：5月末頃より順次
交 付 決 定：6月上旬より順次
事業実施期間：交付決定～令和９年2月26日


